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学生と行政・地域をつなぐ 
－京都ファンネットワークの構築－ 

 

京都産業大学 鈴木ゼミ 京都ファンネットワークチーム 

○大塚 小春（Otsuka Koharu）・大城 秀静（Oshiro Shusei）・渡辺 加奈

（Watanabe Kana）・高垣 優輝（Takagaki Masaki）・入川 幹久（Irikawa 

Mikihisa）・近藤 悠太（Kondo Yuta）・馬崎 俊一（Masaki Syunichi）・松崎 智也

（Matsuzaki Tomoya）・中川 涼（Nakagawa Ryo） 

（京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科） 
キーワード：学生、地域活性化、つながり 

 

1. 研究背景 

京都市には 34 校の大学があり、市の人口に占め

る学生の割合は日本で 1 位と、10 人に 1人が大学

生である。しかし、就職を機に京都市を離れ、他

府県に住むケースが多いのが課題となっている。

そこで京都の魅力を知った多くの学生が卒業後も

定住し、若者の力で京都を活性化させることが求

められている。この現状を踏まえ、学生が京都の

魅力を知り、体験できれば、離れるケースが減少

すると考える。 
 
2. 研究テーマ（事業目的） 

 本研究テーマは「学生に京都府が行う事業への

参画を促すとともに、京都ファンとして継続的に

地域を支える仕組み」を学生の視点から考えるこ

とである。学生の視点は行政や社会人の考え方と

は異なり、当事者の視点から斬新なアイデアを考

えることができる。 

 現在、府内には約 16 万人の学生がいる。しか

し、学生と行政の連携ができていないため学生の

街という強みを活かせていない。そのため、行政

と学生を直接つなぐ「京都ファンネットワーク」

の仕組みが必要と考えた。 

事業目的はネットワークを使い、就職活動前の

学生を中心に府の事業への参加を誘導し、学生に

京都ならではの活躍の場を提供することで成長を

促す。また、学生が事業に参加することで、交流

人口が増加し、地域活性化へと繋がる。さらに京

都府の事業を知り、学生と京都府の連携が拡大・

強化される。 

 本稿では、学生と京都府が協働で仕組み作りに

取り組んだ検討内容を述べていく。 

                    

3. 検討内容 

7月29日に第一回目の提案を京都府職員に行っ

た。提案内容は、「京都ファンネットワーク」を作

るための独自アプリを作成し、京都府の事業に参

加する学生を招致する。事業内容は検索機能で学

生が参加したい活動を見つけ易くし、活動に伴う

事前準備や口コミなどもアプリに導入する。 

また、アプリの宣伝については、学生宣伝、ホ

ームページ、SNS、小冊子等を提案した。この 4 つ

はアプリに学生をつなげるための道具である。こ

の提案への京都府職員からの課題は、下表（表１）

の通りであった 

 
表 1 京都府からの課題と新たな検討内容 

 

新たな検討を行う中で、LINE のグループ機能

を活用することとした。理由は以下の 3 点であ

る。 

・既存のシステムはコストを削減できる。 

・LINE グループは気軽に参加ができる。 

・公式 LINE と同様に定期的に事業の情報を発信

できる 

 

さらに LINE グループの有効性を判断するため

に、大学生を対象にアンケートを行った。（9/13

～9/18、回答数 107 人） 

結果から、まちづくりに興味のある学生は

62.6％、まちづくりのコミュニティがあれば参加

したいが 58.9％と半数以上の学生がまちづくり

に関心があると分かった。（図 1・2） 

「まちづくりのコミュニティにどのようなメリ

ットがあれば参加しますか」の質問に対して、交

課題 新たな検討内容 

・アプリやホームペ

ージは多額の運営費

用が掛かる 

・11月までにアプリ

を完成、効果検証で

きるのか 

・トライアルまでの時間

が短く、納得のいくアプ

リを作るのは難しいので

LINE の機能を活用 

・学生はどのような

情報があればアプリ

をダウンロードする

か 

・事業内容（費用、場所、

日程）、就活に役立つ情

報、どういう人が何人参

加しているかが分かる 

・学生宣伝で他大学

を巻き込むにはどう

すればいいか 

・各大学の新入生全員受

講型講座と新入生サポー

タを通して紹介してもら

う 
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友関係が広がる（77.6％）・クーポンなどの特典

（47.7％）、「どの媒体を活用または参加したいで

すか」の質問に対しては、LINE グループ

（57.9％）・web サイト（40.2％）・アプリ

（29.9％）の順であった。（図 3・4） 

この結果からも、アプリではなく LINE のグル

ープ機能が有効であることが確認できた。

 
図 1 アンケート結果

 
図 2 アンケート結果  

 
図 3 アンケート結果

 
図 4 アンケート結果 

以上の検討内容を軸に、9月 29日の第二回目の

会議では、次の 3つ提案を行った。 

・LINE グループを活用し、将来的にアプリへと移

行 

・Instagram、Twitter による事業紹介、京都産業

大学広報部を活用した宣伝 

・学生が授業で宣伝を行う。地域づくり系の教員

ネットワークを活用する仕組み 

 

提案に対して、京都府職員から好意的な感想を

頂き、私達の案をもとに、京都府職員が改良を加

え、新たな案となった。 

新たな案は、京都府公式 LINE の制作と Teams を

活用したグルーピングの構築である。その理由と

して、LINE グループは個人情報の流出の危険があ

るため、行政は使用できない。そこで LINE 公式ア

カウントをつくり、事業ごとのグループは Teams

を活用し、連絡事項の伝達やミーティングを行う。

この仕組みは本年 12 月に試行されることになっ

ている。 

 

4. まとめ 

「京都ファンネットワーク」を作るため、学生

ならではの視点で検討を行ってきた。アプリの作

成から LINE の活用、さらに宣伝方法などの検討内

容についてまとめる。 

1）アプリ  

 行政の認可を受けて短期間でアプリを作成する

ことは難しい。学生が興味を持つ内容であること。

また、費用がかかる。アプリを活用には、学生へ

事業を紹介する必要がある。 

2）宣伝 

 口コミでの宣伝が効果的だと考えた。しかし、

他学部や他大学を巻き込むことが難しいため、新

たな仕組みが必要である。 

3）LINE 

 学生の個人情報保護という行政側の目線で考え

ておらず、LINE 公式アカウントの利用となった。  

 

事業に参加した学生によって作られた「京都フ

ァンネットワーク」を通じて地域の魅力の発信・

拡散することで、定住や関係人口の新たな獲得が

期待出来る。今後、実際に活動を行い、事業の効

果を検証していく必要がある。 

また、新型コロナウイルスの影響で学生同士の

交流が減少し、人間関係の希薄さに戸惑う学生も

多い。そういった悩みを持つ学生同士、学生と行

政とを「つなげる」効果もあると考えられる。 
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地域住民を巻き込んだ関係人口の創出 
‐与謝野町から学ぶホップ・ステップ・ジャンプの地域づくり‐ 

 

福知山公立大学杉岡ゼミ 

○田中結麻（TANAKA YUMA）・岩野峻土（IWANO TAKETO）・上田有希乃（UEDA YUKINO）・

深川春輝(HUKAGAWA HARUKI)・本田湧大(HONNDA YUUDAI) 

・三宅祐花(MIYAKE YUUKA)・山中天太（YAMANAKA TENNTA）    

（福知山公立大学 地域経営学部 地域経営学科） 

キーワード：関係人口、地域資源、地域産業振興 

 

1. はじめに 

地方から都市圏への人口移動が止まらない中、

人口流出にあえぐ地域はただ呆然と立ち尽くして

いるだけではない。本研究では、まちを活性化さ

せる一つの方法として、地域住民を巻き込んだ関

係人口を増やすことに注目する。 

総務省によれば、関係人口とは「移住した「定

住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でも

ない、地域と多様に関わる人々」であり、一言で

言えば「よそ者」である。 

一方、関係人口を増やすためには、地域外の住

民だけでなく、地域住民のまちへの愛着度を向上

させることも重要である。というのも地域住民に

まちを好きになってもらい、まちのイベントや催

しに参加しながら、住民同士の交流や信頼感を強

め、強い絆を作ることによって、地域全体の魅力

が上がると考えるからである。言うまでもなく、

地域住民の暮らしの満足度や魅力なくして、よそ

者の満足度や魅力なしである。   

そこで本稿では、地域住民を巻き込んだ関係人

口の創出にチャレンジする与謝野町の取組みに注

目し、その現状分析、先行事例を踏まえ、政策提

言を試みる。 

 

2. 現状分析 

与謝野町は京都府北部に位置し、人口約 2万

人が暮らす自然豊かな町である。町は、2015 年

よりホップ栽培を始め、全国のクラフトブルワリ

ー（ビール工場）へ販売できる産地としての取り

組みを始めた。そして、わずか５年で、マイクロ

ブルワリーにホップを提供する全国でも３本の指

に入る生産地となった。具体的には現在、生産現

場では生産者は 7 人、15 か所 1.48 ヘクタールで

栽培を行うに至ってている。ただし、生産は

2015 年春から行われているが、クラフトビール

の醸造所は町内に備わっておらず町外に外注して

いる。令和 3年度から農林水産省より支援を受け

ており、予算規模は 970 万円である。そして、関

係人口創出の観点から YOSANO・ホップレンジャ

ー(以下、ホップレンジャー)というファンづくり

に努めている。ホップレンジャーとは、年間を通

じ与謝野ホップの栽培に関わるサポーターの総称

で、一緒にホップの苗つけから収獲、そしてクラ

フトビール生産に及ぶすべての工程のサポートを

して頂く人たちのことである。住所・年齢・性別

は一切問わず年中申し込みを受け付けている。ホ

ップ生産は住民である農家が担い、よそ者のホッ

プレンジャーはそれを手伝い観光するという仕掛

けであり、ホップやクラフトビール文化に触れ、

ホップ栽培の知見を得るという、まさに体験を通

した関係人口の創出と言えよう。 

 

3. 課題 

それでは、現在の課題はどこにあるのであろ

うか。2021 年 10 月 25 日に実施した与謝野初の

ホップビールを販売した株式会社ローカルフラッ

グ代表の濱田祐太氏へのヒアリング及び同年 10

月 26 日に実施した与謝野町役場農林課へのヒア

リングによれば、その課題は大きく三つある。 

一つは地元町民のホップについての認知の低

さである。現在ホップ関連の産業に取り組んでい

るのは、自治体、観光協会、ホップ農家やクラフ

トビール会社である。彼ら自体も地域住民ではあ

るが、その他一般の住民が参画する隙がなく、一

部を除けば認知や住民理解はまだあまり進んでい

ないという。二つは、よそ者から関係人口になる

までの時差である。確かにホップレンジャーは良

いアイデアではあるが、与謝野町にゆかりがない

と参加しようとはならない。すなわち、この関係

人口に至るまでの時差をもう少し詰める必要があ

るということである。三つはホップ自体の高付加

価値化と産業構造の高次元化の必要性である。す

なわち、現在ホップ自体の収穫であれば第一次産

業であるが、そこに与謝野町内の第二次、第三次
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産を組み合わせる仕掛けが必要ということであ

る。 

 

4. 先行事例 

4.1 岩手県花巻市「クラフトワイン」 

それでは、地域内外への十分な発信を行い、

地域住民と関係人口を繋げ、かつ産業構造の高次

元化に成功している事例はあるのであろうか。こ

こでは岩手県花巻市の事例を紹介する。花巻市の

名物は「クラフトワイン・ぶどうの加工品」であ

り、ワインにマッチする地域資源が豊富なため、

ほろほろ鳥や白金豚などをワインとセット販売を

している。また、「ワイン専門品種 33 園地」か

ら生産されたぶどうを、生産者ごとに特別醸造し

たワインの飲み比べを生産者とよそ者が語らいな

がら楽しめるイベントなどを開催しており、地域

全体で名物であるワインを盛り上げているとい

う。今後は、ワインづくりの過程に触れ、土地の

風土や文化など様々な地域資源を味わっていただ

き、ワインの価値を最大限まで引き出す「ワイン

ツーリズム」を実施し、ぶどう産地の魅力を五感

で味わってもらえる仕組み作りを整えていくこと

を検討しているとのことである。 

 

4.2 兵庫県丹波篠山市 

兵庫県丹波篠山市の事例も示唆深い。元々江

戸時代の宿場町として栄えた丹波篠山市には「旅

路のブルワリー」という地ビールが存在する。旅

路のブルワリーでは築 130 年の古民家を利用した

醸造所で製造されており、地域の自然のエネルギ

ーを活用し、循環させるビール作りで地元に愛さ

れているという。また、製造過程で出る麦芽かす

を肥料として地元の農家に提供し、その麦芽かす

で育てた有機栽培米をビールの副原料として使用

している。加えて、近所のコーヒーロースターに

ビールの副原料としてアクセントになるコーヒー

を特別にセレクトしてもらうなど、地元と力を合

わせて醸造するというモデルが出来上がっている

という。今後は、醸造所である古民家内にブリュ

ーパブを併設し、作り手の思いやビールづくりに

触れながら、よそ者が出来立てのビールを楽しめ

る空間作りを目指しており、丹波篠山産の食材を

生かしたフードメニューを増やし、ビール×食の

提案を検討しているとのことである。 

                      

5. 政策提言 

以上を踏まえ、最後に政策提言を行いたい。

それは「YOSANO・ホップの日」の設定である。具

体的にはホップ収穫時期である 8月の然るべき一

日を町とホップ生産者組合がホップの日と定め、

その日一日は町をあげて、ホップ収穫体験とビア

ガーデンを行い、地域住民同士、地域住民とよそ

者とが出会うというアイディアである。前者は、

まず実際にホップがどのように作られているの

か、収穫されているのかを知ることができる。後

者は与謝野産ホップによるクラフトビールを片手

に、与謝野町を中心とした京都北部の食材を使っ

た料理を堪能することができる。こうした機会を

作ることで、まず地域住民自身が自分のまちを知

るきっかけになるだろう。そして、今まで関わら

なかった地域に住民も、ホップの価値や可能性を

認知することで、まちが一丸となって与謝野のホ

ップブランドを築き上げていくに繋がるだろう。

また、この機会は関係人口たるよそ者も、このイ

ベントを通して与謝野を知り、例えばその後ホッ

プレンジャーとして、関わりたいという気持ちが

芽生えるきっかけになるであろう。すなわち、地

域住民を巻き込んだ関係人口の創出である。 

 

6. まとめ 

 これからの人口減少下における人口は「定住人

口＋関係人口」で捉えていくことが一つのスタン

ダードとなると思われる。その際、関係人口をど

う把握するのか、というのは今後全国の課題であ

る。その際、本事例のように、まちの代名詞とな

るフラッグを立て（ホップ）、それが住民を巻き

込んだ関係人口の創出（ステップ）および把握に

つなげ、結果として地域づくり（ジャンプ）につ

なげる、というのは、一つのモデルになり得るの

ではないだろうか。 

 
参考資料 

（1）総務省関係人口ポータルサイト 

（https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/）（2021 年 10

月 28 日閲覧） 

（2）旅路のブルワリー 

（https://team.nipponia.or.jp/blog/724/）（2021 年 10

月 28 日閲覧） 
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大学の避難所運営における学生ボランティアの育成 
 

京都橘大学高山ゼミチームシェルター 

荒川 真菜（Arakawa Mana）・蔭山 美優（Kageyama Miyu）・〇宍戸 花梨（Shishido 

Karin）・内藤 愛理(Naito Airi)・向井 さくら（Mukai Sakura） 

（京都橘大学現代ビジネス学部経営学科） 

キーワード：避難所、ボランティア、学生 
 

1.研究の目的  

私たちが住む日本では、災害が多い。大きな災

害が起きたとき、私たちが通う大学も避難所にな

りうる。その際に、その大学に通う学生もボラン

ティアとして関わっていくことはできないだろう

かと考え、このテーマについて研究していくに至

った。 

 

2.分析  

ボランティア活動に対して興味を持っている人

は多い。文部科学省が行った、『ボランティア活動

への意識調査』によると「ボランティアに参加し

たことがある」が 4 分の 1を占めるにすぎず、「ボ

ランティア活動に興味・関心はあるが、具体的に

行ったことはない」が過半数を占めていることが

わかる。 

 
図 1 最近 5 年間のボランティア活動の経験または興

味・関心（ボランティア活動に対する国民の意識の概況 

文部科学省） 

  

また、日本財団学生ボランティアセンターが、

全国の学生 1万人に行った「ボランティアに関す

る意識調査」においては、ボランティアへの興味

があると答えた学生は 6割を超えた。しかし、実

際に活動に参加した割合は 3割に満たない。 

 

 

 

 

 

 

 
図 2 ボランティアに関する興味の有無 

  

 
図 3 この 1 年間のボランティア活動の有無 

（図 2 図 3 『潜在学生ボランティアは全国各地に…⁉』 

全国学生 1 万人 ボランティアに関する意識調査 2017） 

これらのことから、ボランティア活動に興味は

あるが参加できていない学生が多いということが

わかる。また、参加したいと思うボランティアの

分野では、緊急災害支援が一番多い結果となり、

多くの学生が興味を抱いていることが分かる。 

 

 
図 4 活動した分野と活動したい分野のギャップ（『潜在

学生ボランティアは全国各地に…⁉』 全国学生 1 万人 

ボランティアに関する意識調査 2017） 

  

 「学生のまち」と言われる京都。だからこそ、

学生も避難所運営に関わっていける機会を増やす

ことができれば、勉学以外のことも学ぶことがで

き、より有意義な学生生活を送ることができるの

ではないかと、私たちは考えた。 

 

3．インタビュー調査 

ここで私たちは、大学としての避難所運営の取

り組みを調査すべく、身近な京都橘大学の総務課

と管財課の職員にインタビューを行った。京都橘

大学が策定した、『避難所運営マニュアル』では、

基本的な考えとして、大学独自の避難所運営では

なく地域の一部として取り組むこととされている。

また避難所開設の基準として、『マニュアル』では、

「激甚災害」に該当するとされているものの、「激

甚災害」と認定されるには一定期間を要するため、

今のところ各々で臨機応変に対応するとのことで

あった。 
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京都橘大学の避難所拠点として、中央体育館と

第二体育館を中心に使用し、妊産婦の受け入れに

は違う建物を使用する予定とのことである。また、

2015 年に京都市と妊産婦の避難所に関する協定

を締結している。妊産婦の受け入れには、水、ベ

ッド、オムツなどの厳しい条件を達成しなければ

ならず、それらの備蓄に努力している。 

さらに、避難所の運営においては、学外だけで

なく、大学内の情報集約が重要になると考えられ

ている。トイレの管理や個人の体調管理など、学

内の避難所内での不用意な混乱を避けるためにも、

情報統括は重要な鍵になるという。 

京都橘大学では、数年前に救急救命学科、看護

学部の有志の学生・教職員と専門的な避難所開設

訓練を行った。しかし、避難所運営においては、

専門的な活動だけでは全てを賄えない。建物同士

の移動の誘導など、特定の知識を持たなくても行

うことが出来る活動が多くある。そうした活動を

するには、避難所運営における基本的な知識を有

する学生や教職員の活用が有益であろう。 

 

4.政策提言 

 以上の調査結果を踏まえ、私たちは、京都の大

学・短期大学に通う学生を対象とした「避難所運

営学生ボランティア認定制度」を作ることを提案

したい。この制度の目的は大きく分けて二つある。 

一つは、災害時に学生ボランティアが避難所運

営に携わることで、避難所の人手不足を解消し、

運営を円滑に進められるようにすることである。

いま一つは、この制度を通して、学生の防災に対

する意識の向上やボランティア活動への参加促進

に、繋げることである。 

避難所運営学生ボランティア認定制度の具体的

な内容については、以下の通りである。まず、大

学コンソーシアム京都に加盟する大学・短期大学

に通う学生を対象に、各大学・短期大学において、

単位認定型のボランティア科目として開講する。

そして、当該科目の受講を完了した学生には、単

位認定と共に、災害時の避難所運営ボランティア

に参加するに当たって必要な基本的な知識を会得

したことの証明として、「京都 SHELTER 学生ボラン

ティアチーム」の一員として認定する。講義では、

各学校の避難所運営マニュアルや、実際に大学・

短期大学を避難所として活用した先行事例等を参

考にしながら、ボランティア活動の具体的な内容、

そしてその運営方法について議論を行い、最終的

には学生たち自身で、各学校にて『学生ボランテ

ィア用避難所運営マニュアル』を作り上げること

を課題とする。また、講義のうち数回程度は、学

生ボランティア同士の交流や連携を図るため、他

校との合同講義も実施する。 

実際に災害が起き、大学が避難所となった際の

学生ボランティアの具体的かつ現実的な活動内容

としては、物資の搬入・管理、食料の配給、駐車

場における車の誘導・整理、避難所内の見廻り、

トイレ管理、高齢者の介護などが想定される。 

学生ボランティアが所属している学部・学科は

様々である。そこで、それぞれの所属学科の特徴

を活かし、医療系学部の学生は、救護活動への協

力や高齢者の介護、その他の学部の学生は、物資

関連の手伝いや駐車場誘導に当たるなど、役割を

分担しながら、避難所運営をより円滑に進められ

るよう工夫していくことが可能だと考える。 

 

5.先行事例 

実際、学生ボランティアによって、このような

避難所運営活動が行われた事例がある。熊本地震

の際、地震発生直後から、熊本県立大学の地元学

生達が学生ボランティアグループとして避難所運

営を行い、最終的には熊本市の災害ボランティア

センターでの運営協力を行った。この事例では、

地震直後に、学生達が自ら学生ボランティアグル

ープを発足している。 

この様な事例を踏まえると、「避難所運営学生ボ

ランティア認定制度」は、災害が起きた際にボラ

ンティア活動をしたい、またはそのような活動に

興味・関心があるという学生を事前に支援すると

いう点でも有用であると思われる。 

 

6.まとめ 

京都は、多くの大学・短期大学が集まる「大学

のまち」「学生のまち」だ。それゆえに、京都市に

おいては、指定避難所として数多くの大学及び大

学関連施設が指定されており、その数は、近畿各

府県の主要都市と比較しても最も多い。以上のよ

うなことから考えて、「避難所運営学生ボランティ

ア認定制度」を作ることは、「学生のまち」という

京都の特性を活かした、京都だからこそできる避

難所運営の在り方の確立が期待できるといえよう。 
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京都市のベンチャー企業における SDGs 評価 
‐企業マップの作成‐ 

 

京都産業大学 イケダゼミナール 

〇豊田達也(Toyoda Tatsuya)・柴田浩希(Shibata Hiroki)・西島雅貴(Nishijima 

Masaki)・林寛斗(Hayashi Hiroto)・寺岡正勝(Teraoka Masakatsu)・金子秀輝(Kaneko 

Shuki)・高樋己太郎(Takahi Kotaro)・片岡佑介(Kataoka Yusuke）・長榮瑠伽(Nagae 

Ruka) 

（京都産業大学経済学部経済学科） 

キーワード: SDGs、京都市、ベンチャー企業 

 

図 1：SDGs 企業マップ 

1 日本における SDGs の現状と課題 

近年、日本社会において SDGs の重要性は徐々

に認知されつつあり、企業や投資機関を中心に環

境や社会に対する問題意識は高まっている。投資

機関は利益を重視した短期的な投資よりも長期

的な視点で投資先を選定する ESG投資を積極的に

取り入れるようになっている。2014 年から 2018

年の間に日本におけるESG関連投資による運用額

は 3.4%から 18.3%まで増加しており、2018 年の時

点において世界の ESG 投資の運用額の 7%を占め

るまでに成長している。またそれを受けて企業側

も SDGs を考慮した持続可能な経営方針を取るよ

うになりつつある。 

一方で企業が行う SDGs に関連した取り組みに

ついては一般の人々の理解がそこまで進んでい

ないというのが現状である。(日経リサーチ 2019

年度、SDGs に関する調査（企業の社会とのかかわ

りに関する調査）によると SDGs に積極的に取り

組んでいるイメージのある企業を尋ねた設問で

は、「思いつく企業はない」との回答が 82%に達し

た。また認知されている企業は大企業に偏ってい

る。） 

このような現状を踏まえて、持続可能な社会実

現へ貢献している地元企業の取り組みを地域住

民に周知する。また購買、情報拡散などさまざま

な形でこれらの企業へ地域住民が関心を持つき

っかけを作る。この 2 つの目的のために企業の活

動と SDGs の達成目標を結びつけた SDGs企業マッ

プを作成した。 

 

2 企業マップについて 

SDGs 企業マップとは企業の行う活動が SDGs の

どの開発目標に当てはまるのか視覚的に理解で

きるようにまとめた表であり、周期表をモデルに

作成している。企業マップ作成における企業の選

定は京都市ベンチャー企業目利き委員会の定め

る A ランク認定企業から行った。京都市ベンチャ

ー企業目利き委員会とは京都市が京都経済を牽

引する有望なベンチャー企業のビジネスプラン

に対して審査し、支援する取り組みをする機関で

ある。この機関ではビジネスプランの事業性・技

術・経営者などを評価対象としているが SDGs な

どの持続可能な街づくりへの貢献という視点は

含まれていないので、今後これらについても考慮

すべきであると考える。 

 

3 表の作成手順 

そこで本研究では京都市 A ランク企業を SDGs
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の 17 の目標に分類し、さらにその目標に対する

インパクトの大きさによって A,B,C の 3つに分類

した表を作成した。 

対象となる企業は 1997 年から 2021 年までに A

ランク認定企業に認定されている120社の企業で

ある。各企業を 17 の目標に分類するにあたり、一

つの事業に対し多数の目標が当てはまる場合が

あったが、認定されている事業内容に最も関わり

の深い目標を当てはめることとし、その判断基準

は各企業や目利き委員会のホームページを参考

にした。120 の企業の内 23 企業は情報が少ないこ

と、17 の目標に当てはまらない事、当てはめた目

標における企業の数が2社以下の場合は除外する

こととし、残った 8つの目標を採用し図 1 を作成

した。各目標は SDGs で定められている色で縦軸

(族)に分類されている。さらに、8 つの目標を経

済、環境、社会の 3つの分野に分けた。 

横軸(周期)は目標ごとにその目標に対する社

会的なインパクトに応じて配置している。インパ

クトの大きさを A・B・Cという３つのレベルで整

理し、インパクトを評価した。A は「悪影響を回

避する、リスクを軽減するなどマイナスをなく

す」、B は「目標に対し間接的な好影響」、Cは「課

題解決に直接貢献する」とインパクトを 3 つに分

け、それぞれ該当する事業内容を分類した。この

方法は経団連の報告書「SDGs への取組みの測定・

評価に関する現状と課題」を参考に簡易的なイン

パクトの評価を行った。 

 

4 表の改善点 

表の作成にあたっての課題は企業の評価であ

った。大企業とは違い公開されている情報は少な

く、中にはホームページが掲載されていない企業

もあった。今後の調査において積極的に情報収集

を行い、企業への更なる情報開示を促すことによ

り精度の高い分析が可能になると考えられる。 

 また、評価基準においては統一化された指標が

存在せず、現在様々な評価モデルが開発されつつ

ある段階である。実際に今回の SDGs の企業マッ

プ作成において企業のそれぞれの目標への貢献

度合いを画一的に数値として評価することが困

難であり、分野によって貢献度合いや規模などを

単純に数値化して表せないものもあった。さらに

本研究においては各企業の製品が社会にもたら

すプラスの面からのみ評価したが、製品の製造や

流通の過程で生じる廃棄物や労働環境に関する

副次的なマイナスの影響は考慮していない。今後

の調査においては企業に関するより多くのデー

タを集め、SDGs に対して多方面から評価できる分

析モデルを作る必要がある。 

5 提言 

・日本において持続可能な開発への関心は近年高

まりつつあり今後 SDGs の社会的な重要性はより

増していくと考えられる。一方で京都市ベンチャ

ー企業目利き委員会では評価項目として SDGs に

関する記載はない。このことを踏まえて、審査の

際に SDGs に関する評価項目を導入することを提

言する。 

・今回の調査によって京都市ベンチャー企業目利

き委員会が認定する多くの Aランク認定企業がそ

れぞれの事業分野において SDGs の開発目標に貢

献していることが明らかになった。一方で京都市

ベンチャー企業目利き委員会はこれらの企業の

活動に関する情報発信を積極的には行っていな

い。よってこれらの持続可能な地域社会の実現に

向けて貢献する企業をより多くの一般の人々や

投資家に周知するために、京都市ベンチャー企業

目利き委員会には今回作成した企業マップをホ

ームページに掲載することを提言する。 

・大企業が SDGs を考慮した持続可能な経営方針

を取るようになり、SDGs への取り組みもより積極

的になりつつある。一方で、ベンチャー企業にお

いては SDGs と自社を結び付けようとする意識が

薄い。多くの企業が SDGs の目標に当てはまった

ことから、自社の事業と SDGs の目標を関連づけ

ることは難しくない。また、調査したベンチャー

企業のホームページの多くは一般の人が理解す

るには難しい専門用語が多く用いられている傾

向が強かった。よってこれらの企業には自社の特

徴や SDGs に関連する取り組みを一般の人々に対

しても積極的に発信することを推奨する。 
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自治体における同性カップルの権利を保障する 

取り組みについて 

 

龍谷大学政策学部政策学科大田ゼミ 

井上洸太（INOUE KOUTA）・今西賢（IMANISHI KEN）・工藤寛二（KUDOU KANJI）・堰 侃太 

（SEKI KANTA）・中本圭悟（NAKAMOTO KEIGO）・藤井圭太（HUJII KEITA）・宮本大輝

（MIYAMOTO TAIKI）・中野太陽（NAKANO TAIYOU）・○北川大輝（KITAGAWA DAIKI）・ 

山田遥平（YAMADA YOUHEI） 

（龍谷大学 政策学部 政策学科） 

キーワード：同性カップル、パートナーシップ制度 

 

初めに 

 LGBT 総合研究所が 2019 年に行った「LGBT 意識

行動調査 2019」によると LGBT・性的少数者に該当

する人は回答者数347，816人の約10％に当たる。

LGBT に関する問題のうち、同性カップルが異性婚

（法律婚）の場合と同等の法的地位が認められて

いないということに対して疑問を持ち、同性カッ

プルにも同等の法的利益を認められるパートナ

ーシップ制度の意義と限界を検討した。 

2019 年に、同性婚を認めないことは違憲であると

して札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の全国 5 地

方裁判所で訴えが提起された。公的に互いの関係

が証明されることを望む同性カップルの人は多

い。しかし、国レベルでは国会で議論されたこと

はあるものの、これを認める法整備は進んでいな

い。一方で、地方自治体ではパートナーシップ制

度を創設して、法律婚ができないことで同性カッ

プルが直面する問題を可能な限り解決しようと

する試みが行われている。 

 

現状 

 日本の一部の自治体で導入されているのがパー

トナーシップ制度である。パートナーシップ制度

とは、双方又はいずれか一方が性的少数者である

二人が互いを人生のパートナーとして日常の生

活において相互に協力し合うことを自治体に宣

誓し、自治体が受領証等を交付する仕組みを指し 

ている。この制度により、様々な行政・民間サー

ビスや社会的配慮を受けやすくなる。本制度は平

成 27 年度に、渋谷区の「渋谷区男女及び多様性を

尊重する社会を推進する条例第 10 条」、世田谷区

の「世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに

関する要綱」を根拠として初めて制定された。 

この動きに追従し、130 の自治体（都府県、市区

町）（人口カバー率 41.2%）が導入している。この

制度を利用したカップルは、2021 年 9 月 30 日現

在で、2,277 組となっている。 

2019 年 1月、北海道の男性カップル 2 組と女性カ

ップル 1 組が婚姻届を提出したが「不適法」とし

て受理されなかった。そこで、国に一人 100 万円

の損害賠償を求める訴訟を札幌地裁に起こされ、

札幌地方裁判所は次のように同性婚を認めない

ことが憲法 14 条違反であるとした。 

「異性愛者と同性愛者との間で，婚姻によって生

じる法的効果を享受する利益の価値に差異があ

るとする理由はなく，そのような法的利益は，同

性愛者であっても，異性愛者であっても，等しく

享有し得るものと解するのが相当である」との見

方を示し、「異性愛者に対しては婚姻という制度

を利用する機会を提供しているにもかかわらず，

同性愛者に対しては，婚姻によって生じる法的効

果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提

供しないとしていることは……その限度で合理

的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを

得ない。」（札幌地判令和 3 年 3 月 17 日 判例時

報 2487 号 3 頁） 

このような札幌地裁の判決があるが、同性婚を認

める法改正には至っておらず、パートナーシップ
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制度が運用されている。 

事例 

 パートナーシップ制度の事例として京都市を

取り上げる。京都市は「京都市パートナーシップ

の宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、2020 年

9 月 1 日よりパートナーシップ制度の運用を開始

した。この制度の対象となるのは双方又は一方が

性的少数者であり、少なくともカップルのどちら

かが京都市民である必要がある。京都市のパート

ナーシップ宣誓制度では、主にパートナーとの関

係を説明する際に活用できるほか、具体的には市

営住宅や特定優良賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸

住宅の入居申込み、京都市犯罪被害者等生活資金

の給付の申請などに使用できる。また通称名を日

常的に使用していることを示し、市長が認めた場

合は、宣誓書等に通称名の使用が可能である。こ

のほか、2021 年 8月 1 日からは亀岡市・長岡京市

との連携協定が発効した。これにより、本来は市

外に転居した際パートナーシップ受領証を返還

しなければならないが、この 3 市間の転居であれ

ば簡便な手続きのみでパートナーシップの継続

が可能となった。 

 

課題 

 主な課題として二つの問題が挙げられる。 

 第一に、パートナーシップ制度には法律婚と同

等の効力を持たないという点である。パートナー

シップ制度は法律上の婚姻ではないため、法律上

の婚姻を前提とする民法の婚姻、配偶者の相続に

関する規定や、税金の配偶者控除などが受けられ

ない。 

 第二に、パートナーシップ制度を導入している

自治体が少ないという点である。現状でも述べた

ように現在 130 の自治体（人口カバー率 41.1%）

で制度が採用されている。都道府県単位で見ると

47都道府県中 5府県、市区町村単位で見ると 1741

市区町村中 125 団体に留まっている。 

 

展望 

  同性カップルの人たちが最も求めていること

は法律婚であるが、今日の日本において同性婚は

法制化されていない。しかし、パートナーシップ

制度導入地域の拡大はさらなる同性カップルの

権利保障に繋がると言える。また、同性婚の法制

化への道筋ともなりうる。地方自治体での制度化

が国全体に影響を与え、法律の改正を促すことへ

繋がる事例があるためだ。実際に日本では情報公

開条例、個人情報保護条例が国に先行して地方自

治体で作られ、国の法整備を促すことになった。

このように、パートナーシップ制度の普及を足掛

かりに、同性カップルの法律婚へ繋げられるだろ

う。 
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「一票の重み」と知識は投票参加を促すのか 
‐サーベイ実験を通じた実証的検証‐ 

 

京都府立大学 2 回生秦ゼミ 

○日高 悠翔（Yuto Hidaka）・物部 壱成（Issei Monobe）・ 

國澤 健介（Kensuke Kunizawa）・中山 太智（Taichi Nakayama） 

（京都府立大学公共政策学部 公共政策学科・福祉社会学科） 
キーワード：サーベイ実験，投票参加，政治的有効性感覚 

 

1. はじめに 

1.1 問題意識 

本稿は，政治的有効性感覚（以下，有効性感

覚）と政治的知識が，投票参加に対して与える影

響について，サーベイ実験を通じて明らかにす

る．近年，日本の若年層の投票率が低下してお

り，民主主義の崩壊が危惧されている．こうした

状況に対して，有効性感覚と政治的知識が重要だ

と指摘されている．ただし，こうした有効性感覚

や政治的知識が投票参加に，実際にどのような影

響を及ぼしているのかは必ずしも明確ではない．

理論的に考えれば，有効性感覚や政治的知識量に

比例して，投票参加は促進されるはずである．  

1.2 リサーチクエスチョン 

以上を踏まえて本稿では，「有効性感覚と政治

的知識は投票参加を促すのか」とのリサーチクエ

スチョンについて，有効性感覚と政治的知識の情

報を有権者に提供することで，投票参加への意欲

の変化を検証する．これらの要因が投票参加に与

える影響を研究することは，投票率向上に直接的

に働きかけるという点で実用的である．また，サ

ーベイ実験を用いることで，より厳密なエビデン

スを得ることができる（秦・Song，2020)． 

本稿は以下の意義を有する．それは，投票参加

を高める要因を明らかにすることで，有権者の政

治的関心を引き上げ，よりよい民主主義につなが

る．なお，本稿は主に以下の手順で進める．次節

では，リサーチクエスチョンに対する先行研究の

答えを整理し，その不足点を検討する．次に本稿

が主張する有効性感覚・政治的知識と投票参加の

メカニズムを説明し，仮説を導出する．その後，

本稿の実験デザインについて説明した上で，サー

ベイ実験の結果を報告して仮説の妥当性を検証す

る．最後に，分析結果を踏まえて結論を述べる． 

 

2. 先行研究 

有権者の投票参加のメカニズムについてはこれ

まで様々な実証研究が進められてきた．まず，有

効性感覚については教育水準や政治参加に相関が

あるとの報告がある(金，2014)．また，政治的知

識と政治的関心は相関関係にある(山崎，2012)．  

以上の研究は，投票参加と有効性感覚や政治的

知識の因果関係を明らかにしておらず，相関関係

を示すにとどまっている．それに対して，本稿で

は，有効性感覚や政治的知識の付与が投票参加に

与える因果効果について明らかにする． 

 

3. 仮説 

以下では本稿の仮説について検討していく．先

に，この 2 つの概念について説明する．まず有効

性感覚とは，市民が政治領域に影響力を行使して

いるか否かを示す感覚である．民主主義の基盤が

市民の意思によって築かれているものだと考える

ならば，有効性感覚とは，市民が民主主義を実感

しているかに関わる概念だと説明できる．次に政

治的知識は，市民の政治分野に関する知識と定義

でき，山崎(2012)によれば，政治的知識は政治的

関心を規定しているという．すなわち，有効性感

覚や政治的知識は民主主義という政治形態におけ

る，有権者の政治参加に強く影響を与える概念で

あると言える． 

上記より，有効性感覚と政治的知識が有権者の

政治参加に関わるものであることが明らかになっ

た．そこで，これらの情報を有権者に提供するこ

とで，政治的関心を高めることができ，結果的に

投票参加を促しうる，というのが本稿の仮説であ

る． 

 

4. 実験デザイン 

4.1 実験日時・対象 

このサーベイ実験は，2021 年衆議院議員総選

挙前の 2021 年 10 月 14 日から 15日にかけて，調

査補助フォーム Qualtrics を利用して，性別の

割付を行い，Yahoo!クラウドソーシングサービス

に登録していた 1541 名（有効回答）から得たデ

ータを使用した．本研究の目的は，有効性感覚と

政治的知識が投票参加に与える影響を，実証する

ことである．回答者を無作為に，統制群（リード

文のみ），知識のみを付与した群（知識付与群），

有効性のみを付与した群（有効性付与群），知識

と有効性を共に付与した群（並行付与群）の 4つ

の実験群に割り当てた． 

4.2 実験方法 

回答者には 4種類の実験群のうち，ランダムに
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どれか 1問が表示される仕組みになっている．知

識付与群では，知識のみを与える文章を，有効性

付与群では有効性感覚のみを与える文章を，並行

付与群では，知識付与群と有効性付与群の文章を

併記して，呈示した． 

 
表 1．実験群ごとに呈示した内容 

 
被験者に，表 1 の実験内容を呈示した後，表 2

のように 4 点尺度で投票意欲，デモ参加，街頭演

説，政治興味のそれぞれについて尋ね，被験者の

政治参加への意欲を測定した．ただし，1から 4

の尺度は逆転させ，“5. 答えたくない”の回答は

欠損値として処理した． 

 
表 2．政治参加に関する質問文 

 
4.3 実験結果 

それぞれの実験群に割り当てられたのは，統制

群が 386名，知識付与群が 384名，有効性付与群

が 359 名，並行付与群が 412 名の合計 1541 名で

あった．実験呈示が，政治参加への意欲に与える

因果効果を検証するため，統制群を基準にして，

政治参加の手段ごとに単回帰分析を行った． 

図 1は，単回帰分析の結果を示したものであ

る．図 1中の太い線は 90％信頼区間を，細い線

は 95％信頼区間を，中央の点は点推定値を示し

ている．図の見方を説明すると，x軸上の 0 の点

線を信頼区間が跨いでいなければ，その変数は統

計的に有意であることを意味する． 

 
図 1．単回帰分析の結果 

 

まず，知識付与群では，統制群と比べて， デ

モ参加について 10％水準で負に有意であった（p 
=.079）．つまり，デモ参加への意欲を減少させる

傾向がある．ただし，投票意欲，街頭演説，政治

興味では統計的に有意な差は見られなかった．ま

た，有効性付与群でも，全ての処置群で統計的に

有意な差は見られなかった．ところが，並行付与

群では，異なる傾向が見られた．具体的には，投

票意欲，街頭演説について，5％水準で，デモ参

加については 10％水準（p =.063）で負に統計的

有意であった．ただし，政治興味では統計的に有

意な差はなかった． 

                     

5. 結論と含意 

結果から，有効性感覚と政治的知識のいずれ

か，または双方を付与しても，投票参加をはじめ

とした政治参加への意欲は促されないことが明ら

かになった．むしろ，並行付与群では街頭演説・

投票意欲を有意に減少させたことから「逆効果」

とまで言え，仮説は棄却された． 

以上の知見は，政治的知識を身につけ，一票の

重みを強調する主権者教育は，一見正しく見える

が，そうではないことを示している．今回の実験

では有効性感覚や政治的知識を強制的に与えた．

現在の主権者教育は学生にとって受け身となりが

ちである．したがって，学生の自発的な学びを促

すことこそが重要であると言えよう． 
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政令指定都市におけるオープンデータの推進 
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○青木悟（Satoru Aoki）・勝部育（Iku Katsube）・田口莉帆（Riho Taguchi）・平川晴臣

（Haruomi Hirakawa）・福井優里（Yuri Fukui）・山越奈美（Nami Yamagoshi） 

（同志社大学政策学部政策学科） 

キーワード:オープンデータ、政令指定都市、ポータルサイト 
 

1．オープンデータの現状  

  近年、世界的にオープンデータの活用に関する

取り組みが盛んに行われており、日本でも取り組

みを進めている自治体が増加傾向にある。しかし、

世界的に見ると日本より進んでいる国は少なくは

ない（高木 2013）。 

オープンデータとは、林(2014)によると、政府

が保有する公共性の高い機械判読可能な公共デー

タで、企業や個人が自由に編集・加工、再配布な

どができ、かつオープンライセンスで提供される

データと定義される。また、Open Knowledge 

Foundation (URL 1)は、あらゆる目的で誰でも自

由に使用、変更、共有することができるデータで

あると定義している。二つの定義は、「誰もが自由

に使えるデータ」という点で共通している。 

 

2．オープンデータの目的  

 IT 総合戦略本部が策定した「電子行政オープン

データ戦略」によると、オープンデータの目的は

三つである(URL 2)。一つ目は、「透明性の向上」

である。公共データが公開されることで、政府と

住民との間で情報の非対称性が小さくなり、行政

の透明性が向上する。また、政府の活動に対する

住民の適切な評価につながる。二つ目は、「官民協

働の推進」である。透明性が向上すると、市民が

情報を得られ、官民協働の推進が期待できる。近

年、人口減少や技術革新などの様々な課題に政府

だけで対応することは困難になっており、官民協

働の推進が求められている(庄司 2014)。三つ目は、

「経済効果」である。オープンデータ推進による

生産性向上や新産業の創出による経済効果は官民

合わせて 6.4 兆円とされる（田中・高木 2015）。 

 

3．調査の概要 

上述のオープンデータ活用の三つの効果を生み

出すために、自治体には「市民に活用され、便利

で有益なオープンデータサイト」を整備すること

が求められる。具体的には、アクセスしやすく、

必要なデータが効率的に入手できるなど、様々な

要素を考える必要がある。ただし、今回の調査で

は、アクセス数を中心に調査した。そもそも、サ

イトを見られることがなければ市民に活用される

ことがなく、便利で有益であることも測ることが

できないからである。 

そこで、アクセス数が多いオープンデータサイ

トにはどのような特徴があるのかを探るため、独

自で作成した評価基準やランキングなどを用いて

調査した。 

 

4．方法 

 2021 年 8 月中旬から 9 月中旬の間で、全国 20

の政令指定都市のオープンデータサイトについて

調査した。調査項目は以下の四つである。 

 

(1)クリック数 

使いやすさを客観的な数値に置き換える手段と

して、6 人を被調査者とし、Google にて「○○市 

オープンデータ」と検索しての結果から、それぞ

れの自治体の「2020 年 4月の推計人口」が確認で

きるまでの平均クリック数を調査した。なお、

「2020 年 4 月の推計人口」がオープンデータサイ

ト上に確認できず、市の HP 上等に確認できた自

治体が 5 つあった。 

(2)データ数 

オープンデータとして公開されているデータの

数を調査した。「データセット」として数を確認す

ることができた自治体は 12、できなかった自治体

は 7、不明であった自治体は 1であった。 

(3)推奨データセット数 

「推奨データセット」数とは、「オープンデータ

の公開とその利活用を促進することを目的とし、

政府として公開を推奨するデータと、公開するデ

ータの作成にあたり準拠すべきルールやフォーマ

ット等を取りまとめたもの」として内閣官房情報

通信技術（IT）総合戦略室がまとめたものである

(URL 3)。この数は「地方公共団体へのオープンデ

ータの取組に関するアンケート結果」(URL 4)を参

照した。 

(4)アクセス数 

全政令指定都市にメールおよび電話にて問い合

わせ、2020 年 4 月から 2021 年 7 月にかけてのオ

ープンデータのトップページのページビュー数を

調査した。なお、返答が得られなかった自治体は

4 つあり、サイトの改修等の事情で旧データのア
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クセス数を含む自治体が 2 つあった。アクセス数

は 16 ヶ月分の平均である。 

 

5．結果 

クリック数、データ数、アクセス数で比較可能

だったのは20都市のうち7都市であった（表1）。 

 

表 1 調査結果 

 

これらの都市でそれぞれの項目ごとに順位付け

をして、1 位から順番に 7～1 点を与えていった。

例えば、神戸市はデータ数が 5 番目に多いので 3

点となる。表 1 のように、アクセス数と得点の相

関を調べると相関係数は 0.76011 であり強い相関

がある。このことから、オープンデータサイトの

アクセス数を大きくするには、クリック数を少な

くし、データ数、推奨データセット数を大きくす

ればよいことがわかった¹。なお、推奨データセッ

ト数は厳格な基準があり、類似している内容のデ

ータでもカウントされないことがある。その類似

しているデータで相関を見たところ、0.772982 と

少し高くなる。 

さらに、調査をする過程で三つの発見があった。

一つ目は、ポータルサイトを設置した方が良いと

いうことである。ポータルサイトは操作がしやす

く、閲覧ランキングや活用事例など様々な情報が

掲載されており、年齢や能力を超えて様々な人が

親しみやすいものである。二つ目は、古いデータ

が公開されていることである。例えば、静岡市は

人口のデータを 2017 年 11 月から更新していなか

った。三つ目は、データの量だけでなく、データ

の種類が重要ということである。京都市では「石

の道しるべ」を地図上に表示する「いしぶみアプ

リ」が開発された。これは「いしぶみリスト」と

いう京都市特有なオープンデータをもとに作成さ

れている。これは多様な種類のデータがオープン

データの創造的な活用につながることを示唆して

いる。 

 

6．政策提言 

 今回の調査は、自治体におけるオープンデータ

活用への取り組みを検討するための予備的調査と

いう性格があり、不十分な点があることは否めな

い。とはいえ、以上の調査から「市民に活用され、

便利で有益なオープンデータサイト」をつくるた

めに少なくとも三点が指摘できる。一点目は、ま

ず初めにポータルサイトを準備することである。

二点目は、ポータルサイト内のデータを充実させ

ることである。具体的にはデータ数・推奨データ

数・データの種類を増やしていくことである。三

点目は、サイトの整備をすることである。例えば、

クリック数を減らすためにはポータルサイト内の

検索機能を強化することなどが考えられる。こう

した取り組みに加え、データの更新をし続けるこ

とは大前提となるのは言うまでもない。 
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________________________ 

¹ それぞれの項目とアクセス数を重回帰分析した結果、

重相関 R は 0.871605 と相関が認められた。一方で、有意

F は 0.18488 と基準となる 0.05 より高い数字となった。

これはサンプル数が 7 と少ないことが原因と考えられる。

より多くのサンプルを比較することが今後の課題となる。 

クリック数 データ数 推奨データ 得点 アクセス数

札幌 6.50 227 12 16 4541

京都 13.33 542 0 10 2351

大阪 15.00 240 15 14 1328

神戸 5.50 100 2 13 1269

岡山 21.33 82 12 9 192

北九州 6.67 605 1 14 2770

熊本 10.00 26 5 9 389

相関 -0.5628 0.53445 0.61908 0.76011
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「 親ガチャ 」 意識がなく なる 社会の実現に向けて 
‐ 親の子への進路期待の要因分析から ‐  

 

藤野ゼミ  B チーム 

○辻村 万智（ Tsuj i mur a Machi ）・ 叶 子青（ You Shi sei ）  

・ 田中 遼哉（ Tanaka Ryoya) ・ 谷口 健斗（ Tani guchi  Kent o)   

・ 石井 航斗（ I shi i  Kot o) ・ 上田 航也（ Ueda Koya）  

（ 京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科）  

キーワード ： 教育格差、 教育期待、 ジェ ン ダバイ アス 
 

1. 研究目的 

 SNS 上で「 親ガチャ 」 と いう 言葉が流行り はじ

めた。 どんな親の元に生まれるかで子の人生が決

まっ てし まう こ と を、カ プセル入り 玩具が出る「 ガ

チャ ガチャ 」 になぞら えた言葉である。 どんな親

の元に生まれてき たかで、 子の受験、 通塾などの

習い事、 留学等の選択が変わっ てし まう と いう こ

と である。子は「 親の教育期待（ 親の考えや思い）」

を 内面化し ながら 育つ。 そこ で、 親の期待を 自分

の目標にし たり 、 かなわないも のと 感じ 取っ たり

するだろ う 。 その結果、 ロバート ・ マート ンの述

べた「 自己成就的予言」 のよう に親の期待がその

まま実現さ れる可能性が高い。 も ちろ ん子が親の

期待と 異なる意識を持つ場合も あるが、 日本では

子の意思決定は親の期待が決定要因であると さ れ

ている（ 宮寺 2006）。 中澤（ 2015） では、 1 割の普

通科の進路多様校での母子の進学希望の不一致が

高いが一般的に母子間での一致は高いと する。  

つまり 、 子の能力、 個性等に関わら ず、 親の期

待が子の進路選択等に影響を与えると いう こ と で

あり 、 社会全体でみた場合、 教育格差の固定化に

も つながる可能性がある。  

本研究では、 特に親の学歴や居住地等に注目し

ながら 、 親の子への期待はどのよう な要因によっ

て形成さ れるのかを調査するこ と で、いわゆる「 親

ガチャ 」 の影響力を考察する。 そこ から 、 どのよ

う にすれば、 親ガチャ 問題を我々が回避するこ と

ができ るのか、 政策的思案を 述べる。  

2. 研究方法 

 東京大学社会科学研究所附属社会調査・ データ

アーカ イ ブ研究センタ ーSSJ データ アーカ イ ブか

ら 提供を受けたベネッ セ総合研究所 2012 年の「 学

校教育に対する保護者の意識調査 2012」 のデータ

を 分析する。 こ の研究は小学校及び中学校の保護

者を対象と し た、 学校教育に関する意識調査であ

る。 調査対象者の中でも 中学 2 年生を持つ保護者

に注目し 、全国 6831 名のデータ を用いて、同じ 説

明変数を用いた 3 つのモデルを推計する。  

1 つ目は、 親の子への進学期待の要因分析であ

る。親が希望する子ども の進学先を中・ 高卒まで、

専門・ 短大、 大学・ 大学院の 3 つに分類する。 順

序尺度のため順序回帰分析を行う 。  

2 つ目は親の子への留学期待の要因分析である。

親の留学希望に関し ては、 希望する、 希望し ない

の 2 択であるため、 こ れはロジスティ ッ ク 回帰分

析を 行う 。  

3 つ目は親の子への通塾（ 進学塾） 選択の要因

分析である。 通塾さ せているか否かは 2 択である

ため、 ロジスティ ッ ク 回帰分析と なる。  

3． 研究結果 

3-1. 親の子に対する進学期待の要因分析 

 表１ から 、 関東地域に住んでいる親が子に高い

進学先を希望し ており 、 性別では、 男子を持つ親

の方が高い希望を 持っ ている。 さ ら に父親、 母親

のいずれかが高学歴である場合、 子に高い進学先

を希望する傾向がある。「 子の学校での成績」 も 親

の期待値を 上昇さ せる要因のよう に思えるが、 す

でに親の期待が反映さ れた変数である可能性があ

る。 つまり 子の成績が良いから 親の期待が上がっ

たのではなく 、 すでに期待さ れているから 、 成績

が良い可能性も あり 、 解釈に注意が必要である。  
表 1 地域・ 親が希望する進学先に与える影響（ 順序回帰分

析）  

 
3-2. 親の子への留学期待の要因分析 

 表 2 から 、 関東地域に居住し ているこ と や母が

正社員、 母が高学歴であれば子への留学期待があ

るこ と がわかる。 また子供の成績がよければ留学

を期待するが、 こ れは同様に親がすでに期待し て

いるこ と が関連し ている可能性がある。 また出生

順位が高く 、兄弟姉妹数が多いと 期待が薄く なる。 
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表 2 親が子ども の留学希望（ 二項ロジスティ ク ス分析）  

 
3-3. 親の子への通塾選択の要因分析 

表 3 から 、 進学先と 同様に関東地域に居住し て

いれば、 親の子への通塾の確率が高く なる。 親の

学歴は関連せず、 子の学校での成績が良いこ と が

通塾選択の重要な要素である。 さ ら に兄弟姉妹数

が多いと 通塾への投資の確率が低く なる。 さ ら に

女子より 男子の方が通塾選択さ れており 、 性別に

より 、 親の教育投資に差異がある。  
表 3 子ども が通塾し ている（ 二項ロジスティ ク ス分析）  

 
4. 考察 

こ れら 分析結果から 次の点がわかっ た。  

①親の子の進学期待は、 子の学力も 関係するよう

であるが、 親の学歴、 居住地域が影響し ている。  

親が、 高学歴であれば、 経済力が高く なると と も

に、 自分自身の経験から 自分と 同様の進学ルート

を 歩ませたいと するため期待が強く なると 思われ

る。 関東など大学の多い地域に居住し ている場合

には、 教育に関連するサービス、 情報が集積し て

おり 、 親の子の進学への希望が高まると 考えら れ

る。  

②親の子の留学期待 

関東地域に居住し ているこ と は子への留学期待を

高める重要な要因であると と も に母親が高学歴、

正社員キャ リ アを持っ ているこ と が留学期待を高

める。また兄弟姉妹数が多ければ期待が薄く なる。 

家庭の経済的なも のが関係し ていると 考えら れる。 

③通塾選択 

学力が重要な要因のよう であるが、 関東地域であ

るこ と や男子であるこ と 、 兄弟数が少ないこ と が

通塾選択を高める。  

5. 政策提言 

 以上のこ と から 、 と り わけ親の期待を受けなか

っ た子が、 親ガチャ によるも のと あき ら めてし ま

っ たり 、 自分の人生を悔やんだり し ないために３

つの政策を 提案する。  

 1 つ目は、 子自身が、 自ら の人生を自己決定で

き るよう な環境を 作るこ と である。  

具体的には親の進学期待に関わら ず平等に「 大

学」 など高等教育等の情報にアク セスでき る機会

を設けるこ と である。  

そのために例えば、 どんな地域においても 義務

教育の小・ 中学生の頃から 大学や留学の情報にア

ク セス出来る機会を設けるこ と が考えら れる。 大

学授業体験を校外学習の中で行っ たり 、 大学生に

勉強を教えても ら っ たり する場を 創設するなども

考えら れる。  

2 つ目は、 親の期待を変更し う る環境を作るこ

と である。 具体的には大学進学する利点を認知す

るために子が中学校に所属し ている段階で高校入

学から 就職先までのビジョ ンを掴むために進学相

談教室を設置する。  

また、 親の期待を 変える地域の取り 組みと し て

企業や大学などと 容易に交流する場を作り 、 今後

の社会が必要と する人材像などの情報に親がアク

セスする機会を作るこ と である。また高校等では、

経済的な支援のき め細かな情報を 提供するこ と で

ある。  

 3 つ目は、 社会全体が親の期待と は異なる選択

や親が期待を変更し た場合、 子の進学や留学、 通

塾のかなう 環境を 作るこ と である。 文部科学省の

平成 30 年のデータ によると 、 現在の日本では学

費が国立 243 万、 私立 400 万で 47. 5%の学生が奨

学金を受給し ているが給付型奨学金が受け取れて

いる学生は少数である。 そのため、 私たちは学費

を安く する、 給付型奨学金の受給要件を低く する

必要があると 考える。 経済的な問題で進学でき な

い世帯を支援するために、 学費を 減免するこ と を

最終目的だが、 まずは給付型奨学金を貰える条件

を低く するなど社会が子自身の自己決定による希

望を 受け入れる体制をつく るこ と が必要である。  
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